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［労働時間相談・支援コーナー］ 労働時間制度全般についての特別相談
［総合労働相談コーナー］ 個別労働紛争についての相談

賃金不払、解雇等の労働条件等に関する相談
就業規則、時間外・休日労働に関する協定届等各種届出・報告の受理
監督指導、災害調査、司法警察事務
労働基準法等に係る許可・認定

事業場の安全衛生に関する相談
労働者死傷病報告、定期健康診断結果報告書等各種届出・報告の受理
個別指導、災害調査、ボイラー・クレーン等特定機械の検査
労働安全衛生法にかかる許可

労働保険の加入、労働保険料の徴収
労災保険給付に係る調査決定
労働福祉に係る各種申請の受理

庶務業務

江東区は親水公園などに代表される豊かな水辺と緑
に囲まれた「水彩都市」であり、江戸の歴史や下町情緒、
昭和レトロな雰囲気も色濃く残っています。
また、臨海都市部には新たな都市整備が進められて
います。

面 積 ４２．９９㎢
人 口 ５３．９万人

管内の適用事業場は約19,550事業場で、約425,300人の労働者が働いています。
適用事業場数に占める工業的業種の比率は18％であり、事業場規模では労働者数30

人未満が77％(10人未満は52％)で中小企業が多数を占めています。
かつての地場産業であった木材、ガラス、金属・機械関連産業といった製造業の事業場

数は、大幅に減少しましたが、23区内で比較しますと、事業場数が第7位、従業員数が第5
位、製造品出荷額が第3位となっています。
一方で、臨海部を中心に、再開発、埋立地等に本社機能を有する事業場、情報・通信関

連産業が進出しています。地理的に都心部と千葉方面を結ぶ要衝となっており、歴史的に
も水路を利用した木材加工業、倉庫業が発達し、加えて港湾施設の整備・拡充とともに、
埠頭における貨物取扱量も多く、これらを扱う道路貨物運送事業が成長し、首都圏におけ
る重要な物流拠点となっています。
また、平成30年10月、東京都中央卸売市場が豊洲に移転し、首都圏の基幹市場として

機能しています。

江東区

１ 管内の概要

２ 監督署の主な業務内容

第1～第4方面

安 全 衛 生 課

労災一課、二課

業 務 課



３ 業務統計
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●労働者の健康・安全の確保関係
①第14次労働災害防止計画を基本とする建設業、陸上貨物運送事業、第三次産業を
はじめとした労働災害防止対策の推進
②メンタルヘルス対策の推進
③化学物質による健康障害防止、石綿による健康障害防止対策をはじめとした労働
衛生対策の推進

年間カレンダー
労働保険年度更新(6月1日～7月10日)
全国安全週間説明会(6月6日 カメリアホール)
建設工事関係者連絡会議（6月27日予定）
全国安全週間(7月1日～7日、準備期間6月)
最低賃金・業務改善助成金周知強化期間第1弾（9月～10月）
全国労働衛生週間説明会(9月10日 カメリアホール)
全国労働衛生週間(10月1日～7日、準備期間9月)
産業保健フォーラムIN TOKYO 2024（10月9日ティアラ江東）
過重労働解消キャンペーン(11月)
労働保険未手続事業一掃強化期間(11月)
年末年始Safe Work推進強調期間(11月21日～1月31日)
最低賃金・業務改善助成金周知強化期間第2弾（1月～2月）

トップが発信！みんなで宣言 一人一人が「安全・安心」

４ 亀戸署の重点課題

第14次東京労働局労働災害防止計画を推進中です！

●一般労働条件関係
①最低賃金・賃金引上げに向けた支援
②改正労働基準法等に基づく長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止
③中小企業及び時間外労働上限規制適用開始業務等の事業場に対する改正労働基
準法等の周知及び支援

●労働保険関係
①労災補償業務における迅速かつ公正な保険給付
②過労死等事案に係る的確な労災認定
③労働保険料等の適正徴収
④労働保険の未手続事業一掃対策の推進


